
       

 

 

令和 6 年 1 月 26 日 

長崎医療圏医療機関 各位 

長崎みなとメディカルセンター 

院長 門田 淳一 

整形外科 主任診療部長 富田 雅人 

 

当院整形外科における救急外傷症例受け入れ制限について（お願い） 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く

御礼申し上げます。 

 COVID-19 のパンデミックに少しずつ収束の兆しがみえてきた昨今ですが、第二種感染

症指定医療機関である当院においては、その余波は決して小さなものではなく、看護師をは

じめ医療従事者減少の影響で、稼働可能な病床数を制限せざるを得ない状況が現在も続い

ています。 

 長崎市内の基幹病院として、当院整形外科ではこれまで高齢者骨折など二次救急外傷症

例を数多く応需して参りました。しかしながら最近では病床が確保できず、やむを得ずお断

りさせていただく事例が散見されます。近隣病院の皆様や地域の患者様に多大なご迷惑を

おかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 

 このような状況を鑑み、今後しばらく当院整形外科では緊急性の高い手術適応症例、全身

合併症のため他院では手術困難な症例（透析症例、重度心疾患症例など）を優先的に応需し

ていく方針とさせていただきたく存じます。限られた病床数の中で、当院でなすべき医療機

能を維持するための解決策と考えておりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 なお通常の外来診療につきましてはこれまで通りの体制を維持し診療を行って参ります。

専門的診療を要する患者様につきましてはどうぞご紹介ください。 

 コロナ過以前とは少し異なる形での地域貢献とはなりますが、引き続き急性期・高度急性

期医療の中核的医療機関として当院の責務を果たしていきたいと思います。今後とも皆様

のご指導、ご協力、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

 

 

 
Nagasaki Harbor Medical Center 

【患者紹介に関する問い合わせ先】 

患者総合支援センター 

電話：(095)822-3251（代表） 


